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令和７年度秋田内陸線応援社員アワード実施要綱 

 

第１ 目的 

この要綱は、秋田内陸線応援社員アワードに関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 定義 

この要綱において「応援社員アワード」とは、秋田内陸縦貫鉄道株式会社（以下

「会社」という）で募集・登録をしている「内陸線応援社員（以下「応援社員」とい

う）」のうち、次条に定める対象期間に秋田内陸線に貢献した応援社員の中で活動が

顕著な者（以下「優秀サポーター」という）を認定・表彰するものである。 

 

第３ 対象期間 

令和７年１２月１３日から令和８年２月２８日までとする。 

 

第４ 認定の主体 

会社及び秋田内陸地域公共交通連携協議会（以下「連携協議会」という）が行う。 

 

第５ 認定基準 

１ 優秀サポーターの認定は、第３条に掲げる対象期間における応援社員の活動に対す

るポイントの付与により行い、対象となる活動及び付与するポイント等は別表のとお

りとする。 

２ 最も多くのポイントを獲得した者を最優秀サポーター、次点の者を優秀サポータ

ー、次に多くのポイントを獲得した者を優良サポーターに認定する。 

３ 獲得したポイントが同一であること等により、認定し難い場合は、会社及び連携協

議会の協議により決定する。 

 

第６ 紹介特典 

１ 対象期間内に新たな応援社員を紹介した応援社員に紹介特典として『ブレーキハン 

ドル型ボトルキャップオープナー』を贈呈する。 

 ２ 特典は予算がなくなり次第終了とする。 

 

第７ 事務局 

   優秀サポーターの認定に係る庶務は、連携協議会において処理する。 

 

第８ 補則 

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
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附 則 

   この要綱は、令和７年１２月１３日から施行する。 

 

 

別表（要綱第５関係） 

活動内容及び付与ポイント 条件等 

「内陸線応援社員」への加入 

【１００ポイント】 

ポイントの付与は１度きりとする。 

新たな「内陸線応援社員」の紹介 

【１００ポイント/紹介】 

 

紹介した内陸線応援社員の情報（級、フルネーム）

が申し込み時に記載されること。 

「オンラインショップ笑 EMI ショップ」の場合は、

お届け情報入力画面の「備考欄」に情報が記載される

こと。 

駅で直接申し込む場合は、申込書に記載されること。 

SNS アカウントにおける秋田内陸線の

魅力・イベント情報等の発信 

【１０ポイント/投稿】 

【１００ポイント/いいねが 100 件以

上の投稿】 

公開アカウントであること。 

対象となる SNS はＸ、Instagram とし、「#秋田内陸

線」を付けた投稿であること。 

「いいね」が 100 以上の投稿があった場合は、１０

０ポイントとする。 

投稿内容が内陸線と無関係である場合はポイント対

象外とする。 

 


